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地 域 月　日 時　間 内　　容

川 内

７/８(火)
９:00 〜 ９:20 母 子 健 康 手 帳 交 付

10:00 〜 11:30 健 康 相 談（ 成 人 ・ 母 子 ）

７/15(火)
９:00 〜 ９:20 母 子 健 康 手 帳 交 付

10:00 〜 11:30 健 康 相 談（ 成 人 ・ 母 子 ）

樋 脇
７/２(水) ９:30 〜 11:00 母子健康手帳交付・健康相談（総合）

７/16(水) ９:30 〜 11:00 母子健康手帳交付・健康相談（総合）

入 来
７/２(水) ９:30 〜 11:00 母子健康手帳交付・健康相談（総合）

７/16(水) ９:30 〜 11:00 母子健康手帳交付・健康相談（総合）

東 郷
７/２(水) ９:30 〜 11:00 母子健康手帳交付・健康相談（総合）

７/16(水) ９:30 〜 11:00 母子健康手帳交付・健康相談（総合）

祁 答 院
７/２(水) ９:30 〜 11:00 母子健康手帳交付・健康相談（総合）

７/16(水) ９:30 〜 11:00 母子健康手帳交付・健康相談（総合）

電
源
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー

研
修
事
業
の
ご
案
内

　
（
財
）電
源
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
で

は
、電
源
地
域
の
長
期
的
・
自
立
的
な

振
興
を
担
う
人
材
の
育
成
を
目
的
に

研
修
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。さ
ま

ざ
ま
な
テ
ー
マ
で
実
践
的
な
研
修
が

予
定
さ
れ
て
お
り
、地
域
振
興
の
ノ

ウ
ハ
ウ
や
取
り
組
み
の
ヒ
ン
ト
を
得

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、こ
の
研
修
で
は
、参
加
者
の

交
通
費
・
日
当
・
宿
泊
費
の
４
分
の
３

が
同
セ
ン
タ
ー
か
ら
助
成
さ
れ
ま

す
。

【
対
象
】＝
各
種
団
体
、事
業
者
、個
人

な
ど

【
申
込
締
切
】＝
定
員
に
な
り
次
第
、

締
切

【
申
込
方
法
】＝
詳
し
く
は
、（
財
）電

源
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。研
修
申
込
書

は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

http://w
w
w
.dengen.or.jp/

【
申
込
・
問
合
先
】＝
本
庁
企
画
政
策

課
政
策
Ｇ（
内
線
４
８
３
３
）

鳥
獣
害
防
止
施
設

設
置
希
望
調
査（
県
事
業
）

　

電
気
柵
な
ど
の
設
置
希
望
調
査
を

行
い
ま
す
。

【
対
象
年
度
】＝
平
成
21
年
度
設
置
分

【
申
込
締
切
】＝
７
月
18
日（
金
）

【
申
込
方
法
】＝
本
庁
４
階
農
政
課
ま

た
は
各
支
所
産
業
建
設
課
に
備
え
付

け
の
調
査
書
で
申
し
込
み

【
申
込
・
問
合
先
】＝
本
庁
農
政
課（
内

線
４
２
２
３
）お
よ
び
各
支
所
産
業

建
設
課

水
難
事
故
防
止
の
た
め
に

　

水
難
事
故
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に

次
の
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

▼
悪
天
候
の
と
き
は
、
川
岸
や
海
岸

　

な
ど
に
立
ち
入
ら
な
い
。

▼
体
調
の
悪
い
と
き
は
無
理
を
し
な

　

い
。

▼
子
ど
も
か
ら
目
を
離
す
こ
と
な
く

　

危
険
な
所
に
近
づ
け
な
い
。

▼
水
難
事
故
が
発
生
し
た
と
き
は
、

　

す
ぐ
に
近
く
の
大
人
に
助
け
を
求

動
物
愛
護
講
習
会

＊
受
け
付
け
は
13
時
か
ら

＊
講
習
会
は
13
時
30
分
～
15
時

【
問
合
先
】＝
川
薩
保
健
所　

衛
生
・

環
境
課

０
９
９
６（
２
３
）３
１
６
７

高
齢
者
等
住
宅
改
造
費

助
成
の
お
知
ら
せ

　

高
齢
者
な
ど
の
在
宅
で
の
生
活
を

支
援
す
る
た
め
、要
援
護
高
齢
者
が

い
る
世
帯
に
対
し
、住
宅
改
造
に
必

要
な
経
費
を
助
成
し
ま
す
。

【
対
象
】＝
次
の
①
・
②
の
条
件
の
ど

ち
ら
に
も
該
当
す
る
方

①
生
計
中
心
者
の
前
年
の
課
税
所
得

　

が
３
３
０
万
円
以
下
の
世
帯

②
要
支
援
認
定
ま
た
は
要
介
護
認
定

　

を
受
け
た
方
、
も
し
く
は
障
害
級

　

別
が
１
級
ま
た
は
２
級
の
方
が
い

　

る
世
帯

＊
重
度
身
体
障
害
者
日
常
生
活
用
具

　

給
付
等
事
業
に
よ
る
住
宅
改
修
費

　

の
助
成
を
申
請
し
た
世
帯
ま
た
は

　

既
に
助
成
を
受
け
た
世
帯
は
該
当

　

し
ま
せ
ん
。

＊
介
護
保
険
ま
た
は
重
度
身
体
障
害

　

者
日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業
に

　

よ
る
住
宅
改
修
費
の
支
給
が
優
先

　

と
な
り
ま
す
。

【
対
象
経
費
】＝
住
宅
の
設
備
、
構
造

な
ど
を
そ
の
要
援
護
高
齢
者
な
ど
の

状
況
に
適
応
さ
せ
る
た
め
の
改
造
経

費【
助
成
額
】＝
助
成
対
象
経
費
と
53
万

円
を
比
較
し
て
、
低
い
方
の
額
に
２

分
の
１
を
乗
じ
て
算
出
し
た
額
以
内

【
申
込
期
間
】＝
７
月
１
日（
火
）～
８

月
29
日（
金
）

【
申
込
・
問
合
先
】＝
本
庁
高
齢
・
障

害
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
Ｇ（
内
線
２

１
７
１
）お
よ
び
各
支
所
市
民
福
祉

課

　

め
ま
し
ょ
う
。

【
問
合
先
】＝
本
庁
防
災
安
全
課
危
機

管
理
Ｇ（
内
線
４
９
４
１
）

事
業
計
画
変
更
案

（
入
来
温
泉
場

土
地
区
画
整
理
）の
縦
覧

【
時
】＝
７
月
４
日（
金
）～
17
日（
木
）

８
時
30
分
～
17
時
15
分

＊
土
・
日
曜
日
を
含
む

【
所
】＝
入
来
区
画
整
理
推
進
室（
入

来
支
所
内
）

【
内
容
】＝
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係

る
事
業
計
画
変
更
に
つ
い
て

【
問
合
先
】＝
入
来
区
画
整
理
推
進
室

（
入
来
支
所
内　

内
線
２
５
４
・
２

５
７
）

都
市
計
画
案

（
特
別
用
途
地
区
）の
縦
覧

【
時
】＝
７
月
９
日（
水
）～
22
日（
火
）

８
時
30
分
～
17
時
15
分

＊
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く

【
所
】＝
本
庁
３
階
都
市
計
画
課

【
内
容
】＝
市
内
の
準
工
業
地
域
内
に

お
け
る
床
面
積
１
万
㎡
超
の
店
舗
、

映
画
館
、
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
施
設
、

展
示
場
な
ど
の
大
規
模
集
客
施
設
の

建
築
に
関
す
る
規
制
に
つ
い
て

＊
特
別
用
途
地
区（
案
）の
概
要
に
つ

　

い
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

　

覧
く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】＝
本
庁
都
市
計
画
課
都
市

計
画
Ｇ（
内
線
３
４
２
１
）

要件
鳥獣害防止施設整備事業

（シカ・イノシシ・サル・
鳥類など）

設置
資格

市内に居住し、受益戸数が
３戸以上あること

設置
条件

受益面積がおおむね
10,000㎡以上あること

補助
内容

施設購入費３分の２を、県
と市が補助

研修テーマ 時期（予定） 日数 定員 負担金

行政とＮＰＯ、コミュニティビジネスとの協働を学ぶ H20. ７ ２ 40 10,000

市民との協働による循環型社会への挑戦 H20. ８ ２ 40 10,000

少子化社会における地域づくりを学ぶ H20. ８ ２ 40 10,000

都市との交流による漁村の所得向上策を学ぶ
（先進現地研修） H20. ９ ２ 30 15,000

中小企業振興による地域再生の方策を学ぶ H20. ９ ２ 40 10,000

中心市街地の活性化による地域再生を学ぶ H20. ９ ２ 40 10,000

高齢化社会における地域づくりを学ぶ H20.10 ２ 40 10,000

都市農村交流におけるこれからの農村のあり方を学ぶ
（先進現地研修） H20.10 ３ 40 15,000

地域特性を活かした特産品の開発・改良を考える（東京Ⅱ） H20.10 ２ 40 10,000

問題解決能力向上講座 H20.11 ２ 40 13,000

地域コミュニティの維持と再生の方策を学ぶ H20.11 ２ 40 10,000

地域資源を活用した観光振興を学ぶ
～団塊世代を集客するには～（先進現地研修） H20.11 ３ 40 15,000

プランニング能力開発講座 H20.12 ２ 30 13,000

ファシリテーター能力開発講座 H20.12 ２ 30 13,000

農業再生の方策を学ぶ～所得向上と担い手対策～ H20.12 ２ 40 10,000

地域特性を活かした特産品の開発・改良を考える（地方）
（先進現地研修） H21. ２ ２ 40 15,000

海外一般セミナー／事前（国内）研修 H20. ７ ２ 20 10,000

海外一般セミナー／海外研修 H20. ８ ８ 20 200,000

海外一般セミナー／事後（国内）研修 H20.10 １ 20 5,000

保健センターで実施する保健事業

●固定資産税（２期）
  ＜納期限＞７月31日（木）
●国民健康保険税（１期）
  ＜納期限＞７月31日（木）

税の納期（７月分）

平成 20 年 6 月１日現在 ( 前月比 )

■人　口 101,994 人 (  +   16人 )
　　男 48,368 人 (  +   19人 )
　　女 53,626 人 (  −   ３人 )
■世帯数 45,312 世帯 (  +  45世帯)

月日 会場

７/16（水） 川薩保健所

８/ ６（水） 大口保健所

８/20（水） 出水保健所

８/22（金） 宮之城
ひまわり館


